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１ 許可業者搬入手数料等の現状と課題 

 
    
（１）一般廃棄物収集運搬許可業者への減免について 

一般廃棄物収集運搬許可業者（以下「許可業者」という。）への減免とは，京都市廃
棄物の減量及び適正処理等に関する条例第３８条＊に基づき，許可業者がクリーンセンタ
ーに搬入するごみの手数料を減額していることをいう（別添資料２参照）。現在，５割
の減免措置を実施している。 

昭和３０年代の高度経済成長期以降，経済の発展とともにごみ量が急速に増大してい
く中で，許可業者は，一般廃棄物の処理責任を負う行政に代わり事業所から出るごみを
円滑に処理するという公共的役割を担い，収集作業の特殊性（深夜・早朝収集，毎日収
集，年中無休など）等により厳しい労働環境に置かれながら，都市の美化推進を含めた
生活環境の保全と公衆衛生の向上に大きく貢献してきた。  

減免制度は，そうしたことに配慮して適用されてきたものであり，許可業者がその役
割を果たすうえで一定の意義があったといえる。 

 
＊京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第３８条 
 （一般廃棄物処理手数料等の減免）   
  市長は，特別の理由があると認めるときは，第３５条第１項に規定する手

数料及び前条第１項に規定する費用を減額し，又は免除することができる。
 

 →許可業者への減免を行う「特別の理由」 
①公共性…許可業者は行政の代行的役割を担っている 
②特殊性…収集作業が，深夜・早朝を問わず２４時間３６５日体制である 

    ③零細性…許可業者の約７割が個人又は小規模事業主である 

  
      
（２）これまでの経緯（別添資料３参照） 

明治２３年 業者請負制によるごみ収集の開始（現在の業者収集の始まり） 

昭和２９年 清掃法公布，収集が許可制となる（当時３２業者が許可を受ける）

昭和３８年頃 それまで無料であった処理施設への搬入手数料が有料となる 
これに併せて許可業者に対する減免制度が導入される（当初減免率８割）

 （次第に，安価な搬入手数料の設定による支障（他都市ごみや産
業廃棄物が搬入される危険性，業者間の契約料金のダンピングに
よる市場の混乱など）が指摘されるようになり，以後，徐々に減
免率が引き下げられる（別添資料４参照）） 

平成１６年度 減免率が５割まで引き下げられる 

 
 
（３）課題 

・平成１２年に循環基本法が制定され，ごみ処理のあり方が適正処理から３Ｒ（ごみの
発生抑制，再使用，リサイクル）重視へと移行してきている中で，行政の代行として
の円滑な適正処理への貢献ということのみで減免理由としての公共性を主張すること
は困難となりつつある。 

・減免措置は，許可業者への便益というよりも実質的には排出事業者の適正な費用負担
を阻害しており，また結果として排出事業者のごみ減量・リサイクルの意識を希薄な
ものとしている。このことも事業者の排出者責任の徹底（別添資料５参照）や循環基
本法が示す循環型社会構築の方向性と齟齬をきたすものとなっている。 

・減免措置は，まだ多くの市町村で実施されている（別添資料６参照）が，政令指定都
市では，近年大阪市，神戸市が相次いで廃止の方向性を決定しており，減免制度を適
用している，あるいは今後の方向性を明らかにしていないのは，京都市と福岡市のみ
となった。 
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２ 排出事業者によるごみ処理費用負担の現状と課題 

 

 

（１）現状 

・排出事業者が一般廃棄物を処理する場合，事業者自らが廃棄物をクリーンセンター

に持ち込む場合を除いて，廃棄物処理法第７条第１項＊に基づいて許可を受けた許可

業者に処理を委託することとなる。 

・この許可業者収集ごみについては，廃棄物処理法第７条第１２項＊の規定により，京

都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例における「占有者等が収集，運搬及

び処分を委託する場合」の手数料額（１００リットルまでごとに８００円）がその

上限とされており，許可業者はそれぞれその範囲内で契約料金を定め，売り上げの

中からクリーンセンターへの搬入手数料を京都市に支払ってきた。 

 

 

                       

                        

 

 

排出事業者 

料金の流れ 

収集運搬，処理料金の支払い
 
 

許可業者 

 

京都市 

クリーンセンター 
 

直接持込 

処理料金支払い 

（減免措置あり）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
（２）課題 

   ・契約料

じて設

するた

このよ

引く不

下げを

減量・

徹底の

   ・また，

処理料

の受け

ごみ減

要であ

 

 

処理料金支払い 

（減免措置なし）
ごみの流れ 

＊廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条１項及び第１２項 
（一般廃棄物処理業） 

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は，当該業を行おうとする区域
を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。（以下略） 
12 第１項の許可を受けた者及び（中略）は，一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分に
つき，当該市町村が地方自治法第２２８条第１項の規定により条例で定める収集及び運
搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。 

 

金は，基本的には各排出事業者のごみ排出の程度（ごみ袋の数など）に応

定されている。しかし，許可業者は１度に複数の事業所からのごみを収集

め，事業所ごとの排出量を正確には把握できていないという側面もある。

うに料金設定の明確な基準がないことから，排出事業者の立場が強く，長

況の影響などで経費支出を抑えたい排出事業者に許可業者が契約料金の値

求められるケースもあり，前出の減免措置とあいまって排出事業者にごみ

リサイクルのインセンティブが働かない状況となっている。排出者責任の

観点から排出事業者への処理料金転嫁の仕組みが必要である。 

ごみの減量・リサイクルが促進されるとともに，努力すれば排出事業者の

金の負担が軽減するような料金システムの検討や民間におけるリサイクル

皿整備誘導を図っていく必要がある。とりわけ，中小零細の排出事業者が，

量・リサイクルに目を向け，取り組む契機となるような仕組みづくりが重

る。 
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   ・許可業者搬入手数料額は，持込ごみ手数料を基礎に，累進制を適用して別途算出

している（別添資料７参照）。しかし，累進制は，ごみの排出者による自己搬入

を前提としたうえで，１度に多量にごみを持ち込む搬入者に対してより大きな負

担を求めるというシステムだが，許可業者収集ごみは，①他者の排出したごみを

②効率性追求のため１度にできるだけたくさん収集するという性質から，そもそ

も累進制にはなじまないとも考えられる。 

   ・なお，この許可業者搬入手数料額は，これまで条例で明確に規定されてきてはお

らず，透明性の面で問題がある。 

   ・排出事業者に対してごみ処理費用の適切な負担を求める行政の取組としては，現

時点では，手数料改定時ごとのチラシ配布等にとどまっており，今後より一層の

周知徹底を図っていく必要がある。 

   ・また，それとは別に，行政による排出事業者へのごみ減量指導として，大規模事

業所を対象とする立入指導が行われているところであるが，およそ９万と言われ

る市内全事業所数からすれば十分とは言えない状況であり，体制の強化とより効

果的な普及啓発策を講じる必要がある。 
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１ 許可業者収集ごみのごみ量・ごみ質 
 

（１）ごみ量の推移 
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　 ４ ０ 年 前
  1 8 7 , 4 9 2 t

現 在
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  5 4 9 , 9 1 0 t
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過去１０年間のごみ量 

過去１００年間のごみ量

ご
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※（ ）内のパーセンテージは，ごみ量全体に占める許可業者収集ごみ量の割合 
 

（２）ごみ質（平成１４年度，湿重量比％） 
 

39.8

12.9

36.8

0.3

1.51.71.7

3.5

0.2

1.8 紙類

プラスチック類
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金    属
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※平均見掛比重は０．２５ 
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２ ごみ処理手数料の減免に関する法的根拠 

 

 
地方自治法第９６条第１項 

 普通地方公共団体の議会は，次に掲げる事件を議決しなければならない。
１０  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合

を除くほか，権利を放棄すること 

→ごみ処理手数料は普通地方公共団体の債権に当たるため，手数料の減免は
本条の「権利を放棄すること」に該当。 

 ただし，本市では，手数料の減免については下のとおり条例で関する定め
を置いており，「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めが
ある場合」に当たるので，減免を行うに際して議決を経る必要はない。 

 
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第３８条

 市長は，特別の理由があると認めるときは，第３５条第１項に規定する手
数料及び前条第１項に規定する費用を減額し又は免除することができる。 

→本条により，手数料の減免は市長の専決事項とされているが，更に下の規
程によって局長の専決事項となっている。 

 
京都市局長等専決規程 

第３条 局長等の共通専決事項は，別表第１のとおりとする。 
 
（別表第１） 
（１１）使用料，手数料その他諸収入の減免，徴収停止及び不納欠損処分に

関すること。 
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３ 一般廃棄物収集運搬許可業者の歴史的役割と沿革 
 
 
 
 明治１５年前後  繁華街であった京極，先斗町，祇園，島原，北野新地，四条通，寺

町二条付近，松原団栗，熊野旅館街などの地域（約６，０００戸）で
は，町用人（徳川時代の番雇）を使って，町内のごみを毎夜間収集す
るようになり，収集したごみは，三条大橋東詰（現京阪三条駅敷地付
近）と松原御前（現京都市立病院敷地）の空き地に投棄していた。立
誠，永松，菊浜，弥栄各学区などに現在でも見られる町内一括契約に
よる業者収集は，その当時の慣例が存続しているものである。  

 
 明治２３年４月  上・下両区長が，府の指令に基づき，市会参事会の議決を得て「じ

ん芥採集請負人心得」を制定した。 
 
 明治２３年５月  業者請負制によるごみ収集を実施した。その請負人の大部分は元町

用人であって，現在行われているごみ取扱業者の始まりであり，この
実施は本市のごみ処理事業の第一歩であった。当時の人口は約２９万
人，世帯数は約６万３千。 

 
 明治３０年    この投棄処分地として，初めて市設のごみ捨て場が旧二ノ橋処理事

務所敷地辺りに設けられ，鴨川寄りの地域のごみ運搬は，同２７年開
通の鴨川運河（疎水）を利用した。 

 
 明治３３年    汚物掃除法の制定により，市内のじん芥（特殊なものを除く）収集

及び処分は市の義務となった。 
 
 明治３４年    市役所内に掃除監視吏員事務所を置くとともに，全市おおむね警察

署の所管区域を標準として６管区に分けて，管区ごとに掃除監視吏員
出張所を設置し，掃除人夫を適宜配置して一般家庭のごみ収集を行い，
周辺部は業者に委託して指導監督した。これが本市の直営によるごみ
収集の始まりである。 

 
 昭和２９年４月  清掃法の公布により，特別清掃区域内でごみの収集運搬及び処分を

業とする者は，当該市町村長の許可制となった。 
 
 昭和２９年９月  許可申請受付。許可した業者数は３２．当時の搬入手数料は無料。 
 
 昭和３５年８月  京都清掃業協同組合設立。 
 
 昭和３８年    搬入手数料の有料制度導入。同時に清掃業協同組合員の搬入に対す

る減免制度導入。 
  

平成１５年    京都環境事業協同組合に名称変更。現在の許可業者数８６。 
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４ 減免率の変遷（クリーンセンター） 
 
 
 

年 度 手数料（円） 
許可業者料

金上限※ 

（円／100l） 

許可業者 

搬入手数料

（円／ｔ） 

減免後の 

許可業者搬

入手数料

（円／ｔ）

減免率

（％）

年間搬入量

（ｔ） 

ごみ量全体に占

める割合（％）

昭和３８ 
200kgあたり 

４０ 
１０円／５０㎏ ２００ ３７ ８１．７ ３２，６７０ １７．４

３９ 
200kgあたり 

１００ 
１００円／１，０００ｌ ５００ ８３ ８３．５ ３８，７１７ １７．８

４９ 
200kgあたり 

４００ 
１５０ ２，０００ ２３８ ８８．１ ８９，６８９ １７．３

５９ 
200kgあたり 

１，０００ 
５００ ５，０００ １，４７５ ７２．０ １６４，０７９ ２９．４

６３ 
200kgあたり 

 １，１００ 
５５０ ７０．０ ２１０，４２６ ３２．６

平成９ 
100kgあたり 

      ７００ 

７００

（２８，０００）
５７．０ ２６９，１２１ ３３．８

１３ 
８００

（３２，０００）
１０，０００ ３，８００

６２．０

（７月～）
２６８，８０２ ３４．４

１５ 
８００

（３２，０００）
１０，０００ ４，６００ ５４．０ ２６３，５９２ ３６．９

１６ 

(第１区分) 
・≦500kg 

800 円/100kg 

(第２区分) 
・＞500kg，≦2t 

4,000 円＋ 

1,200 円/100kg 

(第３区分) 
・＞2t      

22,000円＋ 

1,600円/100kg 

８００

（３２，０００）
１０，０００ ５，０００ ５０．０ － 

 
 
※許可業者と排出事業者の契約料金の上限。 
 表中（ ）内の金額は，ごみの見掛比重を０．２５とした場合のｔ当たり料金上限。 
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５ 事業系ごみに関する社会的背景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第３条第１項 
 事業者は，その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任にお
いて適正に処理しなければならない。 

廃棄物処理法 

 
第１１第１項 
 事業者は，基本原則にのっとり，その事業活動を行うに際しては，
原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するため
に必要な措置を講ずるとともに，原材料等がその事業活動において
循環資源となった場合には，これについて自ら適正に循環的な利用
を行い，若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるため
に必要な措置を講じ，又は循環的な利用が行われない循環資源につ
いて自らの責任において適正に処分する責務を有する。 

循環基本法 

 
第４条第２項 
 事業者は，単独で又は共同して，自らの責任において適正に事業
系廃棄物を処理しなければならない。 

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

（平成１４年１１月） 「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について」（中央環境審議会意見具申）
 
 処理責任に着目した廃棄物の区分の在り方としては，排出事業者
責任を徹底し排出抑制の促進を図る観点から，事業活動に伴って排出
される廃棄物は排出事業者の責任の下で処理すべきもの（事業系廃棄
物）に区分し，日常生活に伴って排出される廃棄物は市町村の責任
の下で処理すべきもの（生活系廃棄物）に区分することが，方向性
としては考えられる。 

（中略） 
排
出
事
業
者
責
任
の
強
化
が
進
ん
で
い
る 

 その性状，排出量，処理困難性等の問題から市町村責任の下で処
理が円滑に行われているとは言い難いものについて個々に産業廃
棄物へ振り分けた上で，それ以外の事業系一般廃棄物については，
当面，市町村の処理責任の下，排出抑制の観点から，排出事業者と
しての責務にかんがみ適正な費用負担を求めるとともに，一定以上の
量を排出する事業者に対する減量計画の策定に係る制度の強化等によ
り，排出事業者の責任を強化することも考えられる。 

（平成１２年６月）
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６ 他都市の状況 
   
 

自治体名 １トン当たりの通常手数料 減免率 実質手数料 

京都市 

（１６年現在） 
１０，０００円 ５０％ ５，０００円 

大阪市 

（１６年現在） 
５，８００円 ３０％ ４，０６０円 

神戸市（可燃） 

（１６年現在） 
８，０００円 ５０％ ４，０００円 

政
令
市 

福岡市 

（１６年現在） 
（５０リットルごと１１０円） ７０％ （５０リットルごと３３円）

茨木市 

（１６年現在） 
６，０００円 ４８％ ３，１２０円 

豊中市 

（１６年現在） 
６，０００円 ５０％ ３，０００円 

箕面市 

（１６年現在） 
４，０００円 ８０％ ８００円 

守口市 

（１６年現在） 
９，０００円 ７５％ ２，２５０円 

枚方市 

（１６年現在） 
６，０００円 １６％ ５，０４０円 

門真市 

（１６年現在） 
４，０００円 ４８％ ２，０８０円 

岸和田市 

（１６年現在） 
８，０００円 ６９％ ２，４８０円 

阪南市 

（１６年現在） 
５，０００円 １０％ ４，５００円 

高槻市 

（１３年現在） 
８，０００円 ５０％ ４，０００円 

そ

の

他

の

自

治

体 

東大阪市 

（１３年現在） 
９，０００円 ４４．４％ ５，０００円 

 

（出典：月刊廃棄物平成１６年９月号，「一般廃棄物収集運搬業者が搬入するごみの処理手数料のあり方」（大阪市廃棄物減量等推進審議会答申，平成１３年）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



７ 許可業者搬入手数料の算出方法 
 
 現行の許可業者搬入手数料は，次のように算出している。 
 
   
 
 

平成１１年度（前回（１３年度）改定時の基準年度）の許可業者収集ごみは  
 
 

延べ１４８，４１４台，２５９，１５１ｔ  
 
 
 
 

従って，１台当たりの平均搬入量は 
 
 

２５９，１５１ｔ÷１４８，４１４台＝１．７ｔ  
 
 
 
 

１．７ｔ分の搬入手数料を持込ごみ手数料体系に基づいて計算すると  
 
 

（５００㎏÷１００）×８００円 
 
 

＋（（１，７００㎏－５００㎏）÷１００）×１，２００円

＝１８，４００円 

 
 
 
 
 
 
 

従って，許可業者収集ごみ１ｔ当たりの平均単価は 
 ※業者収集ごみは，２４時

間３６５日搬入があり，

累進制を適用すると手数

料の受け渡しが極めて煩

雑になるため，この平均

単価を手数料算定の基礎

としている。 

 
１８，４００円÷１．７ｔ＝１０，８２４円  

 
            →１０，０００円  

 
 
 
 

更に，減免率５割の適用により  
 
 

１０，０００円×０．５＝５，０００円
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